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１．小形風車とは



１．小形風車とは ～普及の歴史～
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2010年（平成22年）時においては、定格出力も1kW未満のマイクロ風車が主
流であった。FIT制度後、開発期間を経て、 2015年（平成27年）からは、定格
出力が20kW未満で、且つ、受風面積200㎡以下の風車が導入されてきてい
る。



１．小形風車とは ～小形の定義～
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JIS C 1400-2において、「ロータの受風面積が 200 m2未満で，発電電圧が
交流 1000V 以下又は直流 1500 V 以下のSWTに適用する」と記載されている

Kharios N500-GL-S XZERES 442SR Zephyr9000

固定価格買取以前
家庭用として、1kW

未満の風車が主流

固定価格買取以後

受風面積２００㎡未
満で、出力が20kW

未満の風車が主流

将来においては、受
風面積２００㎡未満
で、出力が50kW前

後の風車も導入され
る



１．小形風車とは ～受風面積による比較～
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直径；約6m直径；約4m

直径；約8m

直径；11m~16m

10kW以下
• 設置が容易である
• 計画から据付まで短期間で行える
• 公園、学校などでエコロジーの教材として

10kW以上
• 設置に重機が必要
• 基礎から据付まで事業計画が必要
• マイクログリッド、ミニグリッド、自家消費の電源として

小形風車のニーズの偏移

モニュメントから実需へ



7Japan Small Wind Turbines Association

１．小形風車 ～型式認証機種一覧～

一般財団法人 日本海事協会 HPより

認証累計機種数
24機種

認証有効機種数
18機種

有効機種の内、一
時停止機種数
2機種
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２．小形風力発電設備の現状



２．導入状況について ～設備導入量と認定量～
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固定価格買取制度における小形風力発電設備導入容量と認定容量

設備導入容量 設備認定容量

2019年3月末時点において、導入実績は1,008件/18,302kWとな
っている。（2018年4月のFIT法改正による新規認定分と新制度への
移行手続きが完了した移行分も含む）
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２．導入状況について ～小形風力発電設備の事故～

上図は、青森県内で発生したナセルの落下事
故、右図は、秋田県内で発生したブレードの
損壊事故である。



11Japan Small Wind Turbines Association

２．小形風力発電設備における現状の課題

1. 導入時における問題
– シミュレーションと経済試算が合わない
– 風車が回らない
– うるさい
– 回転数が早くて怖い
– 大きい

２．導入後における問題
– 目視で確認出来る事故（ナセルの落下、ブレードの落下及び破

損等）
– 電気事業法から逸脱した設備（事業者情報の不掲示、フェンス

の未設置）
– メンテナンスの未実施
– 販売会社及びメーカーの倒産、撤退

• 平成30年度新エネルギー等の保安規制高度化事業委託調
査「小出力風力発電設備の業界状況及び保安実態調査」
と共通の認識
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３．安全確保に向けた業界の取組み
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３．現状における規格、認証及びJSWTAの活動
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規格

国内における小形風力発電機の安
全性を担保する規格は、
JSWTA0001第2版が唯一の規格
である。

認証

本規格を用いて財団法人日本海事
協会が認証を行っている。

啓蒙
JSWTAでは年1回以上セミナーを

開催し、広く小形風力発電機の安
全な導入について啓蒙をおこなって
いる。



３．規格、認証及びJSWTAの活動における課題

14Japan Small Wind Turbines Association

規格
• JSWTA0001はIEC61400を参考とした国内規格のJIS C 1400も参考にしており、IEC規格

JIS規格はともにEditionが改訂されているものの、JSWTA0001の改定作業は2013年以降
行われていない。

• SWTA0001内における簡易荷重モデルに対する安全性の疑義及び製造コストの増大による
国際競争力の低下。

認証
• 設計や開発に携わった関係者からの出願は殆ど無い。国内の輸入販売店からの出願が殆ど
• 乱流強度0.18以下での設計が認められているが、我が国においては、0.18以下の場所は少

ない。様々な風向からの風の流入もさることながら翼面への流入角度も安定しておらず、時刻
暦における風速の強弱も欧米に比べて不安定である。

啓蒙

• 認証＝安全性の担保ではない。認証は、規格に対する適合認証である。認証の中身を理解し
、設計指針に基づいた導入及びメンテナンスが行われることで安全性が担保される。

• しかしながら、導入に関し法的な拘束力が無く、無鉄砲な導入な行われたことで、ステークホ
ルダーからの不満足、大型も含めた風力発電機の信頼の失墜を招いている。



３．ステークホルダーの不満の解消の為に
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決議事項2019年中に第1回目の委員会を開催予定

• JSWTA0001の改定及び導入マニュアルの改定を理事会及び総会に
て決議

• 改定された導入マニュアルに基づく導入の為の有資格者制度の構築

課題

公衆安全の概念が共有されずに風力発電設備を導入する行為は、事故
やメンテナンス頻度の増大に直結する。先ずは、早急に安全を考慮した
導入制度を構築することが先決。

その上で、メンテナンスの資格制度を構築し、既存の風車のメンテナンス
にも有資格者制度を構築。
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４．制度に関する課題認識
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４．現行法と小形風力発電設備の関係
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現行の電気事業法においては、電気主任技術者も保安規定の届出も
不要となっている



4．JSWTAの資格者制度に対する強制力
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電気主任技術者は、交流側、つまり系統の安定供給、安全管理を行う為
の資格である。

大型風力発電設備は、メーカーが機械側、つまり直流側の導入、維持
、管理を行い、交流側を電気主任技術者が行っている。

小形の問題点は、機械ではない太陽光のパネルを導入した中小企業
が参入してきている点である。参入障壁を作るのではなく、教育の機
会を設けることが必要。

導入の手引きを改定し、導入の資格を構築し、維持管理の手引き書も作
成し、有資格者制度を構築。設計については、JSWTA0001を改定する。
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END
ご清聴ありがとうございました。
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